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※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
︑

　

相
談
会
の
中
止
や
電
話
相
談

　

な
ど
に
変
更
す
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
︒

●
こ
こ
ま
で
の
相
談
場
所
・
問

い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

（
☎
37
２
１
４
４
）

生
活
困
り
ご
と
相
談

　

経
済
的
な
困
り
ご
と
な
ど
、
気

軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

平
日
︵
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
︶、
8
時
30
分
～
17
時
、
生

活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン
タ
ー
︵
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
は
ま
な
す

館
︶
内　

☎
36
２
０
１
５
︶

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

関
連
無
料
電
話
相
談

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
、
無
料

困
り
ご
と
相
談
・
法
律
相
談
会
に

お
い
て
、
弁
護
士
が
電
話
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　

月
・
木
曜
日　

15
時
～

17
時

※
１
回
の
相
談
時
間
は
30
分
で
す
。

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災　
　
　

無
料
困
り
ご
と
相
談
・

法
律
相
談
会

　

震
災
に
よ
り
法
律
問
題
や
税
金

問
題
で
お
悩
み
の
方
、
そ
の
ほ
か

生
活
全
般
の
困
り
ご
と
が
あ
る
方

を
対
象
に
無
料
法
律
相
談
を
行
い

ま
す
。
ど
ん
な
相
談
で
も
構
い
ま

せ
ん
の
で
、
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。

●
日
時　

平
日　

13
時
～
17
時

※
曜
日
に
よ
っ
て
相
談
員
・
相
談

　

時
間
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
左

　

記
の
相
談
員
の
項
目
で
確
認
く

　

だ
さ
い
。

●
相
談
員　

福
島
県
弁
護
士
会
、

相
馬
市
四
団
体
協
議
会
︵
司
法
書

士
会
・
税
理
士
会
・
行
政
書
士
会
・

土
地
家
屋
調
査
士
会
︶、
福
島
県

社
会
保
険
労
務
士
会

▽
弁
護
士
会
︻
電
話
相
談
の
み
︼

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
な
ど

月
・
木
曜
日　

15
時
～
17
時

※
確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

事
前
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
司
法
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
相
続
手
続
き
、

売
買
、
贈
与
、
登
記
、
会
社
な
ど

火
・
水
・
金
曜
日　

13
時
～
16
時

▽
税
理
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
所
得
税
、
相
続

税
、
贈
与
税
、
法
人
税

金
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
行
政
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
農
地
転
用
許
可

申
請
、
そ
の
他
官
公
庁
許
認
可
申

請月
曜
日　

13
時
～
15
時

▽
土
地
家
屋
調
査
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
分
筆
、
測
量
、

土
地
建
物
の
調
査

水
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
社
会
保
険
労
務
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
雇
用
保
険
、
労

災
保
険
、
健
康
保
険
な
ど

木
曜
日　

13
時
～
15
時

行
政
相
談

●
日
時　

7
月
14
日
︵
火
︶
10
時

～
12
時

多
重
債
務
相
談︻
電
話
相
談
の
み
︼

●
日
時　

平
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
︶
8
時
30
分
～
17
時

　

必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
の
相
談

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

無
料
法
律
相
談
会

　

日
常
生
活
の
悩
み
な
ど
に
関
し
、

無
料
で
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
生
活
環
境
課
へ

予
約
く
だ
さ
い
。

●
日
時

①
7
月
3
日
︵
金
︶

②
7
月
20
日
︵
月
︶

13
時
～
16
時
30
分

市
民
相
談

●
日
時　

平
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
︶
8
時
30
分
～
17
時

交
通
事
故
相
談

●
日
時

①
7
月
9
日
︵
木
︶

②
7
月
16
日
︵
木
︶

9
時
～
17
時

消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
・
商
品
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
に
つ
い
て
。

●
日
時　

平
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
︶
8
時
30
分
～
17
時

相馬市公式ツイッターです。

随時、市からのお知らせをお伝えしてい

ます。

soma_city＠

お知 せら

あなたの大切な遺言書を法務局が守ります !
　7 月 10 日（金）から、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止することを目的
として、法務局で自筆証書遺言書を預かる制度が始まります。
　手続きには予約が必要です。また、法務局職員が遺言の内容に関し、相談に応じること
はできません。
　詳細はホームページを確認、または問い合わせください。

●問い合わせ先　福島地方法務局相馬支局（☎ 36-3413）

ホームページ
はこちらから
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お知 せら

大阪府出身。平成 17 年弁護
士登録。大阪の法律事務所で
4 年勤務後、日本弁護士連合
会などの支援で設置された公
設事務所（秋田県大館市）
に所長として赴任（6 年間）。
平成 28 年 4 月より現職（福
島県弁護士会会員）。

エッセー　

法律あれこれ

弁護士 小津充人

差
別
は
な
く
せ
る
の
か

企画政策部　参事

　

遠
い
異
国
の
出
来
事
と
感
じ
て

い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ア
メ
リ
カ
で
通
報
を
受
け
出
動

し
た
警
察
官
が
、
被
疑
者
と
お
ぼ

し
き
黒
人
男
性
を
拘
束
す
る
に
あ

た
り
、
頚
部
︵
け
い
ぶ
︶
を
膝
で

不
必
要
に
長
時
間
圧
迫
し
、
こ
れ

に
よ
り
当
該
男
性
を
死
に
至
ら
し

め
た
と
い
う
事
件
が
発
生
し
ま
し

た
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
黒
人

差
別
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
の
社

会
構
造
を
も
批
判
す
る
デ
モ
が
ア

メ
リ
カ
国
内
だ
け
で
な
く
、
全
世

界
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１

０
年
の
ア
メ
リ
カ
の
国
勢
調
査
に

よ
れ
ば
ア
フ
リ
カ
系
を
含
む
黒
人

人
口
の
割
合
は
全
体
の
約
13
パ
ー

セ
ン
ト
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
富
の

偏
在
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
ま

し
た
が
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
こ
こ

ま
で
圧
倒
的
な
少
数
派
︵
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
︶
と
い
う
認
識
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

で
は
本
邦
で
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
他
国
と
比
較
す
れ
ば
人
種
の

多
様
性
が
低
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

単
一
民
族
国
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
１
８
９
９
年
に
、
経
済

的
に
困
窮
状
態
に
あ
っ
た
ア
イ
ヌ

民
族
を
救
う
目
的
で
﹁
北
海
道
旧

土
人
保
護
法
﹂
が
制
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
し

か
し
、

100
年
後
の
１
９
９
７
年
に

﹁
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア

イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の

普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
﹂

が
、
２
０
１
９
年
に
﹁
ア
イ
ヌ
の

人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会

を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進

に
関
す
る
法
律
﹂
が
制
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
誇

り
は
未
だ
十
分
に
尊
重
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
終
戦
の
年
の
１
９
４
５

年
12
月
、
女
性
の
国
政
へ
の
参

加
が
認
め
ら
れ
、
１
９
７
２
年

に
、
雇
用
の
分
野
で
の
男
女
平
等

を
実
現
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
が
制
定
さ
れ
、

さ
ら
に
２
０
１
５
年
に
は
、
女
性

活
躍
推
進
法
が
成
立
し
ま
し
た
が
、

２
０
１
８
年
の
裏
口
入
学
問
題
を

契
機
に
、
一
部
の
大
学
医
学
部
の

入
試
で
女
性
受
験
生
を
一
律
に
減

点
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
日
本
の
憲
法
が
、
他

国
も
含
む
過
去
の
差
別
の
歴
史
に

学
び
、﹁
人
種
﹂
に
よ
る
差
別
も
、

﹁
性
別
﹂
に
よ
る
差
別
も
明
確
に

否
定
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
で

す
︵
憲
法
第
14
条
︶。

　

２
０
１
６
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
法
が
、
そ

の
表
現
行
為
と
い
う
特
殊
性
に
配

慮
し
、
罰
則
を
設
け
な
い
形
で
制

定
さ
れ
ま
し
た
が
、
川
崎
市
で
は
、

市
内
の
状
況
に
改
善
が
見
ら
れ
な

い
た
め
、２
０
１
９
年
12
月
に﹁
川

崎
市
差
別
の
な
い
人
権
尊
重
の
ま

ち
づ
く
り
条
例
﹂
を
定
め
、
同
条

例
に
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
行
為
に

対
す
る
罰
則
規
定
を
設
け
ざ
る
を

得
な
い
状
況
で
す
。

　

差
別
を
許
容
・
黙
認
す
る
社
会

で
は
、
人
は
生
き
づ
ら
く
、
誰
も

が
差
別
を
受
け
る
側
に
回
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
学
校
で
も
、
原

発
被
害
で
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00

休日の当番歯科医

休日の当番医

献血に協力を
月　日 時　間 場　　所

7 月 3 日（金） 10:00 ～ 16:30 市民会館駐車場

8 月 5 日（水）

11:00 ～ 12:00 ソマ株式会社

13:30 ～ 14:30 株式会社ＡＤＥＫＡ

15:00 ～ 16:30 株式会社東北三之橋相馬工場

7 月の行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（6 月 15 日現在）

月日 行事名 場所

7 月 7 日（火） 福島県民共済相馬地区移動相談会 市民会館

※採血は医師の診断の上、行います。

※診療時間は 9:00 ～ 16:00
※救急医療病院は公立相馬総合病院（☎ 36-5101）
　　　　　　　　相馬中央病院　  　（☎ 36-6611）

7 月 5 日（ 日 ) 斉藤歯科医院 中 村 字 錦 町 36-2625

7 月 12 日（日 ) 森岡歯科医院 南相馬市原町区 24-0814

7 月 19 日（日 ) グリーン歯科 小 泉 字 高 池 35-5112

7 月 23 日（木 ) 沖田歯科クリニック 南相馬市原町区 23-0303

7 月 24 日（金 ) 山下歯科医院 原 釜 字 大 津 38-6497

7 月 26 日（日 ) くまがみ歯科医院 南相馬市原町区 25-3443

7 月 5 日（ 日 ) やまぐち小児科医院 中 村 一 丁 目 37-8815

7 月 12 日（日 ) 桜ヶ丘さいとう整形外科 中村字桜ヶ丘 35-1333

7 月 19 日（日 ) わたなべ胃腸内科 大曲字大毛内 26-5061

7 月 23 日（木 ) すぎやまこどもクリニック 大曲字大毛内 26-5111

7 月 24 日（金 ) 菅野医院 新地町谷地小屋 63-2388

7 月 26 日（日 ) 大石医院 中 村 字 大 町 35-3451

※新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、行います。
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夏のイベントの規模縮小・中止情報
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下のイベントを規模縮小し
て開催または中止します。

イベント名 問い合わせ先

瓜市（宇多川町通り） 瓜市実行委員会事務局
（☎ 35-2047）

相馬盆唄大会 市観光協会（☎ 35-3300）

相馬盆踊り大会 市観光協会（☎ 35-3300）

子ども科学フェスティバル 学校教育課（☎ 37-2185）

灯篭流し（尾浜地区） 東部再起の会事務局　ヘアー
スタジオタチヤ（☎ 26-9707）

　行事は全て無観客とし、関係者以外立ち入
りは出来ません。

●開催日　7 月 25 日（土）
●場所　中村神社（相馬市）
●内容　式典、出陣の儀
※公道での行列は行いません。
●問い合わせ先　商工観光課（☎ 26-4848）

●規模縮小して開催するもの ●中止するもの

ホームページ
はこちらから

国
道

115
号
・
市
道 

中
部

255
号

通
行
規
制
の
お
し
ら
せ

　

宇
多
川
の
河
川
改
良
復
旧
事
業

に
よ
り
、
堤
防
の
強
化
お
よ
び
上

下
水
道
埋
設
管
の
整
備
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
左
図
の
区
間
が
車
両

通
行
止
め
と
な
り
ま
す
。

※
歩
行
者
、
自
転
車
は
通
行
可
能

　

で
す
。

●
規
制
箇
所　

相
馬
市
西
山
地
内

●
規
制
期
間　

7
月
10
日
（
金
）

〜
10
月
15
日
（
木
）

※
期
間
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ　

至  相馬 IC

国道 115 号
バイパス

国道
115 号

通行止め区間

通行止め区間

迂回路

迂回路

　

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
双
建
設
事
務
所 

河
川
砂
防
課

︵
☎
26
１
２
６
０
︶

※通行止め区間内に居住する方は、車両進入可能です。

　食べられるのに廃棄される食品を食品ロスと言い、その約半分は一般家庭から発生しています。一人一
人が「もったいない」を意識して、下記のポイントに気を付けて、家庭から食品ロスを減らしましょう。
▽買い物の前に残っている食材を確認する。
▽食材は使い切れる量を買う。
▽やむを得ず余った食材は、冷凍するなど上手に保管して使い切る。
●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）

食品ロスを減らしましょう

●規制図

至  相馬市街

市道中部 255 号

相馬野馬追

愛宕山史跡
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お知 せら
●
期
間　

7
月
18
日
︵
土
︶
～
8

月
23
日
︵
日
︶
９
時
～
16
時

●
駐
車
場　

272
台
︵
無
料
︶

※
密
集
を
避
け
る
た
め
、
入
場
規

　

制
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
上
の
注
意

▽
遊
泳
区
域
外
で
は
泳
が
な
い
で

　

く
だ
さ
い
。

▽
水
上
バ
イ
ク
は
禁
止
で
す
。

▽
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火
な
ど
火

気
の
使
用
、
ほ
か
の
利
用
者
に
危

険
、迷
惑
と
な
る
行
為
は
厳
禁
で
す
。

▽
監
視
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

▽
ご
み
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
飲
酒
後
は
泳
が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

︻
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

防
止
対
策
︼

▽
海
水
浴
場
に
行
く
前
に
体
温
測

定
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
体

調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
自
粛
く

だ
さ
い
。

▽
人
と
の
間
隔
は
、
で
き
る
だ
け

２
メ
ー
ト
ル
︵
最
低
１
メ
ー
ト

ル
︶
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
・
手
洗
い
を
徹

底
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
グ
ル
ー
プ
の
人
と
は
対
面
で
な

く
横
並
び
で
座
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

︵
☎
35
３
３
０
０
︶

原
釜
尾
浜
海
水
浴
場
海
開
き
・
避
難
経
路
の
お
知
ら
せ

②「船越夕顔観世音」
尾浜字船越 169
▽避難ルートⒷ
▽避難距離　約 420m
▽所要時間　約 11 分

③「高平公園」

尾浜字高塚 217
▽避難ルートⒸ
▽避難距離　約 620m
▽所要時間　約 17 分　

①「津神社」
原釜字大津 239
▽避難ルートⒶ
▽避難距離　約 580m
▽所要時間　約 16 分

←松川浦方面 防災緑地

尾浜こども公園
（工事中）

ビーチバレー
ボール場

　

原
釜
尾
浜
海
水
浴
場
内
に
完
成

し
た
市
尾
浜
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
場
を
、
７
月
18
日
︵
土
︶
か
ら

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

●
施
設
概
要　

4
コ
ー
ト
︵
東
側

2
面
・
西
側
2
面
︶

●
使
用
時
間

▽
４
月
か
ら
９
月
ま
で
＝
９
時
～

17
時

▽
10
月
か
ら
３
月
ま
で
＝
９
時
～

16
時

●
使
用
料　

無
料

●
申
し
込
み
方
法　

7
月
13
日

︵
月
︶
か
ら
電
話
で
申
し
込
み
予

約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
３
カ
月
先
ま
で
予
約
可
能
で
、

　

仮
押
さ
え
は
原
則
禁
止
で
す
。

●
申
込
先　

市
伝
承
鎮
魂
祈
念
館

︵
☎
32
１
３
６
６
︶

※
受
付
時
間
＝
9
時
～
17
時
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯
学
習
課

︵
☎
37
２
２
７
８
︶

7 月 18 日  オープン

●避難場所および経路　

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た

ち
の
更
正
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社

会
を
築
く
た
め
の
全
国
的
な
運
動

で
す
。
令
和
2
年
で
70
回
目
を
迎

え
ま
す
。

　

犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
た
め
に

は
、
立
ち
直
ろ
う
と
決
意
し
た
人

を
社
会
で
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と

や
、
犯
罪
や
非
行
を
す
る
人
を
生

み
出
さ
な
い
家
庭
や
地
域
づ
く
り

が
大
切
で
す
。

　

安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
を
叶
え

る
た
め
、
い
ま
何
を
求
め
ら
れ
て

い
る
の
か
、
そ
し
て
、
自
分
に
は

何
が
で
き
る
の
か
を
皆
さ
ん
で
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯
学
習
課

︵
☎
37
２
１
８
７
︶

「犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ」
～ 7 月は社会を明るく
する運動強調月間です～

Ⓐ

Ⓑ
Ⓒ

②
③

①

※海水浴場内と避難経路線上に避難案内看板があり
　ます。
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7
月
17
日
（
金
）
か
ら
受
け
付
け
開
始

国
保
の
人
間
ド
ッ
ク
受
診
で
健
康
の
通
信
簿
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

　

定
期
的
に
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
、
自
分
の
身
体
を
よ
く
知
る
こ

と
が
皆
さ
ん
の
将
来
の
健
康
を
支

え
ま
す
。
身
体
か
ら
の
危
険
信
号

を
早
め
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
重
症

化
の
予
防
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者　

市
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
、
昭
和
20
年
10
月
1

日
か
ら
昭
和
60
年
9
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を

　

除
く
。

※
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
る
方

　

は
、
特
定
検
診
︵
メ
タ
ボ
リ
ッ

　

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
︵
内
臓
脂
肪

　

症
候
群
︶
に
着
目
し
た
健
診
︶

　

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
実
施
時
期　

9
月
1
日
︵
火
︶

か
ら
令
和
3
年
2
月
26
日
︵
金
︶

ま
で
の
指
定
の
1
日

※
公
立
相
馬
総
合
病
院
は
10
月
以

　

降
に
実
施
。

※
日
帰
り
の
み
。

●
実
施
医
療
機
関
と
定
員　

次
の

う
ち
希
望
す
る
医
療
機
関　

▽
相
馬
中
央
病
院
︵
月
曜
日
～
金

曜
日
︶
＝

300
人

▽
公
立
相
馬
総
合
病
院
︵
月
・
水
・

金
曜
日
︶
＝

120
人

●
ド
ッ
ク
検
査
項
目

▽
身
体
計
測
＝
身
長
・
体
重
・
腹

囲
の
測
定
に
よ
る
肥
満
度
検
査

▽
呼
吸
器
系
検
査
＝
胸
部
︵
肺
と

心
臓
︶
疾
患
の
有
無
を
検
査

▽
循
環
器
系
検
査
＝
高
血
圧
症
、

動
脈
硬
化
と
心
臓
疾
患
の
有
無
を

検
査

▽
消
化
器
系
検
査
＝
食
道
、
胃
、

十
二
指
腸
検
査
と
便
潜
血
反
応
検

査▽
肝
機
能
系
検
査
＝
血
液
検
査
に

よ
る
肝
機
能
検
査

▽
糖
尿
病
系
検
査
＝
糖
尿
病
の
有

無
を
検
査

▽
腎
尿
路
系
検
査
＝
腎
尿
路
疾
患

の
有
無
を
検
査

▽
貧
血
系
検
査
＝
貧
血
の
有
無
を

検
査

▽
超
音
波
検
査
＝
胆
の
う
と
肝

臓
・
腎
臓
の
超
音
波
検
査

※
食
道
、
胃
、
十
二
指
腸
検
査
は
、

　

透
視
検
査
ま
た
は
内
視
鏡
検
査

　

の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。

●
事
後
指
導　

検
査
結
果
に
基
づ

き
、
保
健
指
導
を
必
要
と
す
る
場

合
は
医
師
の
指
示
や
保
健
師
に
よ

る
事
後
指
導
を
行
い
ま
す
。

●
受
け
付
け
開
始　

7
月
17
日

︵
金
︶
8
時
30
分

●
受
付
場
所　

市
役
所
1
階
保
険

年
金
課

※
7
月
17
日
の
み
市
役
所
1
階
御

　

仕
法
通
り
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
会
場
整
理
の
た
め
、
先
着
順
に

　

整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
証
を
必
ず
持
参

　

く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

●
料
金
︵
消
費
税
含
む
︶

自
己
負
担
額
＝
８
︑
４
０
０
円

●
受
付
期
限　

9
月
30
日
︵
水
︶

▽
来
庁
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
入
り
口
で
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒

液
を
使
用
願
い
ま
す
。

▽
発
熱
や
咳
な
ど
の
風
邪
症
状
の

あ
る
方
、
味
覚
や
嗅
覚
の
異
常
が

あ
る
方
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

は
遠
慮
く
だ
さ
い
。

︻
国
保
人
間
ド
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
︼

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
の
う

ち
、
希
望
す
る
方
は
実
費
で
次
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
前
立
腺
が
ん
検
査　

▽
対
象
者　

50
歳
以
上
の
男
性

▽
料
金　

３
、
９
０
０
円　

●
ピ
ロ
リ
菌
検
査
（
血
液
検
査
に

よ
る
抗
体
検
査
）　

▽
対
象
者　

限
定
な
し

▽
料
金　

２
、
３
５
０
円　

●
申
し
込
み
方
法　

人
間
ド
ッ
ク

受
付
時
に
併
せ
て
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
の
み
の
申
し

　

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

︻
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
検

査
︼

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
に
併

せ
て
、
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
希
望
す
る
方
は
受
付
時
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
は
、

　

体
内
の
内
部
被
ば
く
線
量
を
測

　

定
す
る
機
器
で
、
機
器
の
内
部

　

に
立
っ
た
ま
ま
測
定
し
ま
す
。

　

所
要
時
間
は
着
替
え
を
含
め
て

　

10
分
程
度
で
す
。

●
費
用　

無
料

●
検
査
結
果　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

か
ら
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先   

保
険

年
金
課
︵
☎
37
２
１
４
０
︶

検査の様子

マイバッグを利用してレジ袋を削減しましょう
　普段なにげなくもらっているプラスチック製買物袋（レジ袋）を削減することは、
ごみの減量化だけでなく、海洋プラスチックによる国際的なごみ問題や地球温暖化な
ど、環境問題解決の第一歩となります。
　7 月 1 日よりレジ袋の有料化が実施されましたので、これをきっかけに自身のライ
フスタイルを見つめ直し、マイバッグを持って買い物に出かけましょう。

●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）
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お知 せら

　

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
等

免
除
証
明
書
ま
た
は
東
日
本
大
震

災
後
期
高
齢
者
医
療
一
部
負
担
金

等
免
除
証
明
書
を
お
持
ち
の
方

で
、
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は

免
除
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
期
間
が
延
長
さ
れ
る
方

の
免
除
証
明
書
は
、
７
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

●
対
象　

▽
帰
還
困
難
区
域
等
の
被
災
者

▽
旧
避
難
指
示
区
域
等
・
旧
居
住

制
限
区
域
等
で
上
位
所
得
層
以
外

の
被
災
者

※
上
位
所
得
層
と
は
、
同
じ
世
帯

　

の
国
保
加
入
者
全
員
、
ま
た
は

　

後
期
高
齢
者
全
員
の
令
和
元
年

　

中
の
所
得
の
合
計
が
、
基
礎
控

　

除
分
を
除
い
て

600
万
円
を
超
え

　

る
世
帯

●
延
長
後
の
有
効
期
限

令
和
3
年
2
月
28
日
︵
日
︶

※
税
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
な

　

ど
の
理
由
で
、
国
民
健
康
保
険

　

加
入
世
帯
員
の
中
に
所
得
の
確

　

認
が
で
き
な
い
方
が
い
る
場
合

限
度
額
適
用
認
定
証

標
準
負
担
額
減
額
認

定
証

更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
使
い
の
認
定
証
の
有
効

期
限
は
、
７
月
31
日
で
す
。
８
月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
認
定
が
必

要
な
方
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

●
受
付
開
始
日

　
　

７
月
15
日
（
水
）

︻
更
新
の
手
続
き
に
必
要
な

も
の
︼

▽
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証

▽
は
ん
こ

▽
顔
写
真
入
り
の
身
分
証
明
書
ま

た
は
介
護
保
険
証
な
ど

▽
過
去
１
年
以
内
に
、
90
日
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
、
そ
れ

を
確
認
で
き
る
書
類
︵
領
収
書
・

入
院
証
明
書
な
ど
︶

免
除
期
間
が
延
長
と
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ　
●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
︵
☎
37
２
１
４
０
︶

一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
へ

　

は
、
一
部
負
担
金
等
免
除
証
明

　

書
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

　

注
意
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

　
　
　
　
　
　

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す

●
対
象
者　

次
の
要
件
の
全
て
に

該
当
す
る
方

▽
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
で
勤

務
先
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
、
ま
た
は
発
熱
な
ど

の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
、

そ
の
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方

●
支
給
対
象
日
数　

労
務
に
服
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か

ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
期
間
の
う
ち
就
労
を
予
定
し

て
い
た
日
数

●
支
給
額　

直
近
の
連
続
し
た
３

カ
月
間
の
給
与
収
入
額
の
合
計
額

を
就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
の
3

分
の
2
の
額
︵
上
限
あ
り
︶
に
労

務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
。

※
給
与
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
を

　

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　

は
、
支
給
額
が
調
整
さ
れ
た
り
、

　

支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

　

す
。

●
適
用
期
間　

令
和
2
年
１
月
１

日
～
令
和
2
年
９
月
30
日

※
入
院
が
継
続
す
る
場
合
は
最
長

　

１
年
６
カ
月
ま
で

◎
事
業
主
お
よ
び
医
師
︵
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
︶
の
証
明
が

必
要
で
す
。
事
前
に
市
役
所
1
階

保
険
年
金
課
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　8 月 1 日以降に使用できる新しい受給者証・被保険者証を７月下旬に
郵送します。
　手元に届いたら必ず住所・氏名を確認の上、使用ください。
　古い受給者証・被保険者証は、市役所 1 階保険年金課、各出張所、公
民館に返却ください。

更新になります 国民健康保険高齢受給者証
後期高齢者医療被保険者証

子育てや教育などの情報を発信中 !!

　 すくすく soma
▽ facebook アカウント
＠ sukusuku.soma

Facebook “f” Logo RGB / .eps Facebook “f” Logo RGB / .eps
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収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
を
対
象
に
、
保
険
料
の
免
除

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、

将
来
受
け
取
れ
る
年
金
の
金
額
が

減
る
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
が
請
求
で
き
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
免
除

制
度
を
活
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
開
始
日　

7
月
1
日︵
水
︶

●
対
象
期
間　

7
月
分
か
ら
令
和

3
年
6
月
分
ま
で
︵
1
年
間
︶

※
免
除
申
請
は
、
2
年
1
カ
月
前

　

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能

　

で
す
。
前
年
度
な
ど
の
申
請
を

　

忘
れ
た
方
は
、
本
年
度
と
併
せ

　

て
申
請
く
だ
さ
い
。

●
免
除
の
種
類　

保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
﹁
全
額
免
除
﹂
の

ほ
か
、
一
部
が
免
除
さ
れ
る
﹁
4

分
の
1
免
除
﹂
や
﹁
半
額
免
除
﹂、

﹁
4
分
の
3
免
除
﹂
な
ど
が
あ
り
、

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の

所
得
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

●
申
請
方
法　

申
請
先
に
郵
送
ま

た
は
窓
口
へ
直
接
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

※
郵
送
申
請
の
場
合
、
日
本
年
金

　

機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
各
種

　

申
請
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

　

き
ま
す
。

●
注
意
点

▽
所
得
な
ど
が
未
申
告
の
場
合
は
、

税
務
課
な
ど
で
申
告
が
必
要
で
す
。

▽
前
年
度
に
免
除
の
継
続
申
請
を

申
し
込
み
、
一
部
免
除
と
な
っ
た

方
や
、
失
業
を
理
由
と
し
た
免
除

を
受
け
た
方
な
ど
は
、
本
年
度
も

申
請
が
必
要
で
す
。

▽
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
本
人

の
は
ん
こ
が
必
要
で
す
。

▽
受
付
か
ら
2
～
3
カ
月
後
に
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
審
査
結
果
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

▽
一
部
免
除
の
場
合
、
残
り
の
保

険
料
を
納
付
し
な
い
期
間
は
未
納

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

︻
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

事
業
を
休
廃
止
ま
た

は
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方

●
必
要
な
も
の　

雇
用
保
険
の
離

職
票
の
写
し
ま
た
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
写
し
な
ど

︻
令
和
元
年
東
日
本
台
風
お
よ
び

10
月
25
日
大
雨
の
被
害
に
よ
る
特

例
免
除
︼

●
対
象
者　

本
人
お
よ
び
配
偶
者
、

世
帯
員
の
い
ず
れ
か
の
財
産
に
2

分
の
1
以
上
の
損
害
を
受
け
た
方

●
必
要
な
も
の　

半
壊
以
上
の
罹

災
証
明
書
の
写
し
、
ま
た
は
被
災

状
況
届
︵
罹
災
証
明
書
で
損
害
額

が
わ
か
る
場
合
は
不
要
︶

※
保
険
金
な
ど
が
支
払
わ
れ
た
場

　

合
は
保
険
金
の
金
額
を
確
認
で

　

き
る
証
明
書
の
写
し
も
持
参
く

　

だ
さ
い
。

︻
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
方

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
2
年
2
月

以
降
に
収
入
が
減
少
し
た
方

▽
収
入
の
減
少
に
よ
り
、
所
得
額

が
保
険
料
免
除
に
該
当
す
る
金
額

ま
で
低
下
す
る
見
込
み
が
あ
る
方

※
詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

●
必
要
な
も
の

▽
所
得
の
申
立
書︵
臨
時
特
例
用
︶

︻
原
発
事
故
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

避
難
指
示
・
屋
内
退

避
指
示
を
受
け
た
市
町
村
に
住
所

が
あ
っ
た
方

※
申
請
書
に
震
災
当
時
の
住
所
を

　

記
載
す
る
だ
け
で
、
免
除
を
受

　

け
ら
れ
ま
す
。

︻
出
産
に
よ
る
免
除
︼

●
対
象
者　

出
産
日
が
平
成
31
年

2
月
1
日
以
降
の
方
︵
死
産
、
流

産
、早
産
さ
れ
た
方
を
含
み
ま
す
︶

※
出
産
に
よ
る
免
除
の
場
合
、
保

　

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と

　

同
じ
く
、
将
来
受
け
取
る
年
金

　

額
は
満
額
に
な
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

▽
出
産
前
に
届
け
出
す
る
方
＝
母

子
健
康
手
帳
な
ど

▽
出
産
後
に
届
け
出
す
る
方
＝
添

付
書
類
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

※
出
産
し
た
方
と
子
が
別
世
帯
の

　

場
合
は
、
出
生
証
明
書
な
ど
出

　

産
日
お
よ
び
親
子
関
係
を
明
ら

　

か
に
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

●
免
除
期
間

▽
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の

前
月
か
ら
4
カ
月
間

※
平
成
31
年
2
～
4
月
に
出
産
し

　

た
方
は
、
平
成
31
年
4
月
以
降

　

の
保
険
料
が
対
象
で
す
。

●
申
請
可
能
時
期

▽
出
産
予
定
日
の
6
カ
月
前
か
ら

︻
納
付
猶
予
︼

●
50
歳
未
満
の
方　

本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
所
得
審
査
で
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

︻
学
生
納
付
特
例
︼

●
学
生
の
方　

本
人
の
所
得
審
査

の
み
で
、
在
学
中
の
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
学
生
の
方
は
、
学
生
納
付
特
例

　

が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
免
除
申

　

請
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
必
要
な
も
の

▽
学
生
証
の
写
し
︵
裏
面
に
有
効

期
限
な
ど
の
記
載
が
あ
る
場
合
は

裏
面
も
必
要
で
す
︶
ま
た
は
在
学

証
明
書
︵
原
本
︶
な
ど

令
和
2
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

︻
免
除
期
間
の
保
険
料
は
あ
と
か

ら
納
付
で
き
ま
す
︼

　

免
除
や
納
付
猶
予
の
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と

比
べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

減
り
ま
す
。
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

当
時
免
除
し
た
保
険
料
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
︵
追
納
︶

で
、
年
金
額
は
減
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
過
去
の
保
険
料
を
追
納
す
る

場
合
、
加
算
額
が
つ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
し
込
み

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
日
本
年
金
機
構
相
馬
年
金
事
務

所
︵
☎
36
５
１
７
２
︶

※
音
声
案
内
に
続
い
て
、
5
を
押

　

し
て
く
だ
さ
い
。

〒
９
７
５
︱
８
５
１
０　

中
村
字

桜
个
丘
６
９

▽
保
険
年
金
課︵
☎
37
２
１
４
１
︶

〒
９
７
６
︱
８
６
０
１　

中
村
字

北
町
６
３
︱
３

ホームページ
はこちらから

そ
申
請
受
付
中
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お知 せら
　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
お
よ
び

10
月
25
日
大
雨
に
よ
り
被
災
し
た

方
を
対
象
に
、国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護

保
険
料
の
減
免
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

●
減
免
の
対
象　

罹
災
証
明
書
が

交
付
さ
れ
た
方
で
、
居
住
す
る
住

宅
が
床
上
浸
水
以
上
の
場
合

※
台
風
と
大
雨
の
影
響
に
よ
り
、

　

今
年
の
収
入
が
前
年
に
比
べ
て

　

大
き
く
減
少
し
て
い
る
方
も
減

　

免
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り　

　

ま
す
の
で
、
税
務
課
に
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
減
免
対
象
の
期
間　

▽
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
＝
令
和
２
年
４
月

分
か
ら
９
月
分
ま
で
に
相
当
す
る

月
割
算
定
額

▽
介
護
保
険
料
＝
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
に
納
期

限
が
到
来
す
る
額

●
減
免
の
割
合　

罹
災
証
明
書
の

罹
災
状
況
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

●
留
意
事
項　

申
請
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
減
免
の
対
象

と
な
っ
た
方
に
は
、
各
税
な
ど
の

納
税
︵
納
入
︶
通
知
書
に
減
免
決

定
通
知
書
を
同
封
し
て
送
付
し
ま

す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

令
和
２
年
度
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
減
免

　

に
よ
り
、
今
年
の
収
入
が
前
年　

　

に
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
て
い

　

る
方
に
つ
い
て
も
減
免
制
度
が

　

あ
り
ま
す
が
、
制
度
の
内
容
は

　

改
め
て
掲
載
し
ま
す
。
ま
た
、

　

７
月
10
日
︵
金
︶
に
発
送
す
る

　

国
民
健
康
保
険
税
及
び
介
護
保

　

険
料
の
納
税
︵
納
入
︶
通
知
書

　

に
チ
ラ
シ
を
同
封
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
︵
☎

37
２
１
２
７
︶　

中止します
結婚 50 周年
金婚を祝う会

　

広
報
そ
う
ま
６
月
１
日
号
で
参

加
者
を
募
集
し
て
い
た
金
婚
を
祝

う
会
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、式
典
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

※
今
年
度
は
、
金
婚
夫
婦
写
真
な

　

ど
の
記
念
品
贈
呈
や
福
島
民
報

　

新
聞
金
婚
夫
婦
特
集
記
事
へ
の

　

氏
名
掲
載
の
み
行
い
ま
す
。
希

　

望
す
る
方
は
、
健
康
福
祉
課
に

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

市
内
に
住
所
を
有
し

今
年
結
婚
50
年
を
迎
え
る
ご
夫
婦

︵
昭
和
45
年
中
に
結
婚
さ
れ
た
ご

夫
婦
︶
ま
た
は
、
昭
和
44
年
以
前

に
結
婚
さ
れ
た
ご
夫
婦
で
こ
れ
ま

で
の
﹁
金
婚
を
祝
う
会
﹂
に
申
し

込
み
を
行
っ
て
い
な
い
ご
夫
婦
。

●
申
込
期
限　

７
月
31
日
︵
金
︶

●
留
意
事
項　

今
年
度
申
し
込
み

し
た
方
は
、
来
年
度
以
降
の
式
典

に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
︵
☎
37
２
１
７
４
︶

家
族
介
護
慰
労
金

　

在
宅
で
、
介
護
を
し
て
い
る
家

族
に
、
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者

▽
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

▽
左
記
に
記
載
す
る
介
護
を
受
け

て
い
る
方
と
同
居
し
、
日
常
的
に

介
護
を
し
て
い
る
方

︻
介
護
を
受
け
て
い
る
方
の
要
件
︼

▽
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

※
施
設
な
ど
の
入
所
者
は
除
く
。

▽
要
介
護
４
以
上
の
認
定
を
受
け

た
方

▽
12
カ
月
間
継
続
し
て
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方

※
年
間
に
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー

　

ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
。

▽
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※
生
活
保
護
世
帯
は
除
く
。

●
支
給
額　

介
護
を
受
け
て
い
る

方
一
人
に
つ
き
10
万
円

●
持
参
物

▽
介
護
を
受
け
て
い
る
方
の
介
護

保
険
証

▽
世
帯
全
員
の
非
課
税
証
明
書

▽
は
ん
こ

▽
対
象
者
の
通
帳

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
︵
☎
37
２
１
７
４
︶

　令和元年東日本台風および 10 月 25 日大雨の影響で利用中止となっていた角田公園テニスコートは、7
月 20（月）から利用を再開します。
※予約の受け付けは 7 月 13 日（月）から行います。
●利用時間　9 時～ 21 時
●問い合わせ先　▽生涯学習課（☎ 37-2278）▽角田公園テニスコート（☎ 35-5091）

角田公園テニスコート7 月 20 日  再オープン

●問い合わせ先　生涯学習課（☎ 37-2278）

スポーツアリーナそうま第一体育館アリーナ

※第一体育館 2 階アリーナ以外（1 階柔剣道場や弓道場など）は、
　通常通り使用できます。

照明のＬＥＤ化工事のため、8 月 1 日（土）
～ 8 月 31 日（月）の期間使用できません
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︻
警
察
官
Ａ
第
2
回
目
（
大
学
卒

業
程
度
）︼

●
受
付
期
間　

７
月
27
日
︵
月
︶

～
８
月
21
日
︵
金
︶

●
第
一
次
試
験
日　

９
月
20
日

︵
日
︶

※
採
用
予
定
人
数
は
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

︻
警
察
官
Ｂ （
高
校
卒
業
程
度
）︼

●
採
用
予
定
人
数　

▽
男
性
︵
一
般
︶　

57
人
程
度

▽
女
性
︵
一
般
︶　

13
人
程
度

●
受
付
期
間　

７
月
27
日
︵
月
︶

～
８
月
21
日
︵
金
︶

●
第
一
次
試
験
日　

９
月
20
日

︵
日
︶

︻
県
職
員
・
警
察
事
務
（
高
校
卒

業
程
度
）︼

●
採
用
予
定
人
員　

４
人
程
度

●
受
付
期
間　

８
月
３
日
︵
月
︶

～
８
月
21
日
︵
金
︶

●
第
一
次
試
験
日　

９
月
27
日

︵
日
︶

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
警
察
署

︵
☎
36
３
１
９
１
︶

　

相
馬
警
察
署
は
随
時
、
事
件
・

事
故
情
報
な
ど
を
メ
ー
ル
で
配
信

し
て
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
で
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
読
み
込
む
、
ま
た
は
ア
ド
レ

ス
を
打
ち
込
み
、
件
名
に
「
登
録

希
望
」
と
入
力
し
て
、
メ
ー
ル
を

送
信
く
だ
さ
い
。

※
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
の
設
定
に
よ

　

っ
て
は
、
安
全
・
安
心
メ
ー
ル

　

を
受
信
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

　

ま
す
の
で
、
設
定
を
確
認
く
だ

　

さ
い
。

相
馬
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

QR コードを読み
取って送信

安全・安心メールに
登録しましょう

～市内 21 ルートに拡大～
おでかけミニバス運行中 !!

　市は、65 歳以上の方の買い物支援と中心市街地活性化を目的として
「おでかけミニバス」を運行しています。
　詳しくは、問い合わせください。
●問い合わせ先　企画政策課（☎ 37-2132）

相
馬
市
地
方
創
生
総
合
戦
略

相
馬
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン

　

市
は
、
平
成
27
年
度
に
策
定
し

た
第
1
期
の
相
馬
市
地
方
創
生
総

合
戦
略
の
計
画
期
間
が
令
和
2
年

に
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
令
和
6

年
度
ま
で
の
計
画
と
な
る
新
た
な

相
馬
市
地
方
創
生
総
合
戦
略
を
策

定
す
る
と
と
も
に
、
最
新
の
統
計

デ
ー
タ
と
新
た
な
計
画
を
反
映
さ

せ
た
、
将
来
人
口
の
展
望
を
示
す

相
馬
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
直
し

ま
し
た
。

●
基
本
理
念　

相
馬
市
が
相
馬
市

で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、
魅
力
あ

ふ
れ
る
相
馬
市
づ
く
り
を
目
指
す

●
基
本
目
標

▽
良
質
な
産
業
を
つ
く
り
、
安
定

し
た
雇
用
を
創
出
す
る

▽
こ
れ
ま
で
の
交
流
を
活
か
し
、

新
た
な
人
の
流
れ
を
つ
く
る

▽
安
心
な
子
育
て
環
境
を
つ
く
り
、

心
豊
か
な
ひ
と
を
育
て
る

▽
生
涯
現
役
を
目
指
し
た
健
康
づ

く
り
を
推
進
す
る

▽
誇
り
を
も
て
る
﹁
そ
う
ま
﹂
を

伝
承
す
る

●
５
つ
の
新
た
な
視
点

①
復
興
か
ら
創
生
へ
の
取
り
組
み

②
交
流
人
口
増
加
と
地
域
経
済
活

性
化

③
新
し
い
技
術
の
活
用

④
人
材
を
育
て
活
か
す

⑤
市
民
総
活
躍
で
持
続
可
能
な
ま

ち
へ

●
新
た
な
総
合
戦
略
に
追
加
し
た

主
な
事
業

▽
誘
致
企
業
連
絡
協
議
会
と
の
連
携

▽
包
括
連
携
協
定
に
よ
る
東
京
農

業
大
学
と
の
連
携

▽
復
興
市
民
市
場
の
利
活
用

▽
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
の

開
催

▽
尾
浜
こ
ど
も
公
園
の
利
活
用

▽
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
設
置

▽
ギ
ガ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
基
づ
い

た
教
育
の
推
進

ホームページ
はこちらから を

策
定

●
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
政
策
課

︵
☎
37
２
１
３
２
︶

警
察
官
な
ど
の
募
集

▽メールアドレス
fp-sohma@
police.pref.fukushima.jp

整備中の「尾浜こども公園」
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お知 せら

【オレンジカフェはまなす館】

骨太けんこう体操  体験教室
　健康寿命の延伸を目的とした体操を体験してみません
か？
健康ミニ講話や体を動かすレクリエーションも行います。
　動きやすい服装で参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、マスク
　を着用願います。
※感染症の状況に応じて、中止になる場合もあります。

認知症カフェのお知らせ
　認知症に関するお悩みの相談や、情報交換が
できる交流カフェを開催しています。
　どなたでも、気軽に参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防のた
　め、マスクを着用願います。
※感染症の状況に応じて、中止になる場合も
　あります。

●日程　
▽ 7月 8日（水）、28日（火）
▽ 8月 12日（水）、25日（火）
▽ 9月 9日（水）、29日（火）
●時間　14 時～ 15 時 30 分
●場所　総合福祉センター　（はまなす館）
●問い合わせ先　
市社会福祉協議会（☎ 36-5033）

●日程　 7 月 20 日 ( 月 )、8 月
17 日 ( 月 )、9 月 23 日（水　）
●時間　 14 時～ 15 時 30 分
●場所　 総合福祉センター（は
まなす館）
●問い合わせ先
市社会福祉協議会 ( ☎ 36-5033)

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

︻
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
︼

●
日
時　

7
月
28
日
︵
火
︶
～
７

月
31
日
︵
金
︶
８
時
～
17
時
45
分

●
締
切
日　

7
月
16
日
︵
木
︶

︻
小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技

能
・
玉
掛
け
技
能
講
習
︼

●
日
時　

８
月
４
日
︵
火
︶
～
８

月
９
日
︵
日
︶
８
時
～
17
時
15
分

●
締
切
日　

７
月
26
日
︵
日
︶

︻
共
通
事
項
︼

●
定
員　

各
10
人　

●
持
参
物　

自
動
車
運
転
免
許
証

の
コ
ピ
ー

※
所
持
し
て
い
な
い
方
は
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
場
所　

原
町
中
央
自
動
車
教
習

所
︵
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
１
︱

２
７
︶

※
雇
用
保
険
受
給
者
で
証
明
書
が

　

必
要
な
方
に
、
参
加
証
明
書
を

　

発
行
し
ま
す
。

︻
個
人
申
込
型
︼

建
設
機
械
等
運
転
技
能
講
習

　

福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議

会
は
、
技
能
講
習
や
セ
ミ
ナ
ー
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
方

は
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
受
講
料
・
テ
キ
ス
ト
代
は
無
料

　

で
す
。

︻
企
業
申
込
型
︼

雇
用
に
係
る
支
援
制
度
研
修
会

お
よ
び
雇
用
確
保
セ
ミ
ナ
ー

︻
雇
用
に
係
る
支
援
制
度
研
修
会
︼

●
日
時　

８
月
４
日
︵
火
︶
10
時

～
12
時
、
13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所　

か
し
ま
交
流
セ
ン
タ
ー

︵
南
相
馬
市
鹿
島
区
横
手
字
川
原

１
８
６
︱
１
︶

●
定
員　

15
社
程
度
︵
１
社
１
人

ま
で
︶

●
締
切
日　

７
月
31
日
︵
金
︶

︻
雇
用
確
保
セ
ミ
ナ
ー
︼

　

専
門
講
師
に
よ
る
、
外
国
人
労

働
者
の
採
用
事
例
な
ど
を
学
ぶ
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

開
催
日
は
問
い
合
わ
せ
先
に
確

認
く
だ
さ
い
。

※
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
自
宅

　

で
の
受
講
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

福

島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議
会 

福
島
統
括
窓
口
︵
☎
０
２
４
︱

５
２
４
︱
２
１
２
１
︶

　

ひ
き
こ
も
り
で
悩
ん
で
い
る
家

族
を
対
象
に
、
ひ
き
こ
も
り
本
人

の
行
動
や
気
持
ち
の
理
解
、
同
じ

悩
み
を
持
つ
家
族
と
の
交
流
に
よ

る
情
報
交
換
な
ど
を
目
的
に
、
家

族
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

※
事
前
に
個
別
面
談
を
行
う
た
め
、

　

参
加
を
希
望
す
る
方
は
、
参
加

　

希
望
日
の
前
日
ま
で
に
必
ず
予

　

約
く
だ
さ
い
。

●
日
程
・
内
容　

▽
8
月
27
日
︵
木
︶
＝
家
族
交
流

▽
10
月
29
日︵
木
︶
＝
家
族
交
流
・

当
事
者
か
ら
の
話
︵
仮
︶

●
時
間　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所　

南
相
馬
市
原
町
保
健
セ

ン
タ
ー
︵
南
相
馬
市
原
町
区
小
川

町
３
２
２
︱
１
︶

※
広
報
そ
う
ま
6
月
1
日
号
に
記

　

載
し
た
場
所
か
ら
変
更
と
な
り

　

ま
し
た
の
で
、
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
﹁
ひ
き
こ
も
り
﹂
と
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
の
結
果
と
し
て
社
会

参
加
を
回
避
し
、
原
則
的
に
6
カ

月
以
上
に
わ
た
っ
て
お
お
む
ね
家

庭
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
状
態

を
指
し
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

県
相

双
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
課

︵
☎
26
１
１
３
２
︶

ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室


